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第２回帯広少年院施設見学会＆講演会　①施設内の見学、②「ホントに怖いネット依存」と題した講演会。日９月２日（土）、①９時 30 分～ 10 時 30 分、
② 10 時 30 分～ 12 時　定先着 100 人　場・申・問９月１日（金）までに、電話で帯広少年院庶務課（緑ケ丘３、☎ 24・5787）へ。

国
民
健
康
保
険
料
は

納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
を

収
納
率
向
上
へ
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
と
は

　

日
本
の
医
療
保
険
制
度
は
、
全
国
民

が
何
ら
か
の
公
的
医
療
保
険
に
加
入
す

る
「
国
民
皆
保
険
制
度
」
で
す
。 

　

75
歳
未
満
で
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
必
ず
国
民

健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。「
健
康
だ
か
ら
保
険

は
必
要
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
、
国
保

に
加
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

滞
納
は
制
度
の
運
営
に
影
響
し
ま
す

　

国
保
加
入
者
が
医
療
機
関
を
受
診
し

た
際
の
医
療
費
は
、
窓
口
で
の
自
己
負

担
分
（
１
～
３
割
）
以
外
は
国
保
が
負

担
し
て
い
ま
す
。 

　

国
保
が
負
担
す
る
医
療
費
の
う
ち
、

国
の
負
担
金
な
ど
を
除
い
た
額
を
保
険

料
と
し
て
、
国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
か

ら
集
め
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
制
度
を
安
定
的
に
運

営
す
る
た
め
に
、
保
険
料
は
納
期
限
ま

で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　

保
険
料
が
納
期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ

な
い
場
合
は
、
督
促
状
を
郵
送
し
ま
す
。 　

ま
た
、
本
来
の
保
険
料
に
加
え
て
延

滞
金
を
請
求
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

督
促
状
郵
送
後
、
文
書
や
電
話
で
の

催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
や
相
談
が

な
い
場
合
は
、
預
金
、
生
命
保
険
、
給

与
な
ど
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
滞
納

処
分
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

滞
納
処
分
の
取
り
組
み　

　

帯
広
市
で
は
負
担
の
公
平
を
維
持
す

る
た
め
に
、
滞
納
処
分
を
強
化
し
て
滞

納
額
を
減
ら
す
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

滞
納
処
分
は
法
律
に
基
づ
き
、
滞
納

し
て
い
る
人
に
事
前
の
了
承
を
得
ず
に

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
催
告
に
応
じ

な
い
、
納
付
の
約
束
を
守
ら
な
い
、
完

納
の
見
込
み
が
な
く
滞
納
額
が
増
え
続

け
る
な
ど
の
場
合
で
、
納
付
す
る
資
力

が
あ
る
と
確
認
で
き
た
と
き
に
は
、
滞

納
処
分
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

国
保
の
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。

世
帯
主
が
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
て
も
、
家
族
の
誰
か
が
国
保
に
加
入

し
て
い
る
と
き
は
、
世
帯
主
が
滞
納
処

分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

滞
納
が
続
く
と

保
険
証
の
内
容
が
変
わ
り
ま
す

　

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
有
効
期

間
は
、
通
常
１
年
で
す
。
有
効
期
間
が

終
わ
る
前
に
、
国
保
課
か
ら
新
し
い
有

効
期
間
の
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
滞
納
が
一
定
期
間
続
い
た

場
合
に
は
、
保
険
証
の
有
効
期
間
が
半

年
に
な
り
、
交
付
方
法
が
窓
口
で
の
手

渡
し
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
も　

　

保
険
料
の
滞
納
が
長
期
間
続
き
、
納

付
相
談
も
な
い
場
合
に
は
、
保
険
証
を

返
還
し
て
も
ら
う
か
更
新
を
停
止
し
た

上
で
、
保
険
証
の
代
わ
り
に
、
被
保
険

者
資
格
証
明
書
（
資
格
書
）
を
交
付
し

ま
す
。

　

資
格
書
が
交
付
さ
れ
る
と
、
病
院
に

支
払
う
医
療
費
を
い
っ
た
ん
全
額
自
己

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
支
払
っ

た
医
療
費
は
、
申
請
す
る
こ
と
で
、
７

～
９
割
の
医
療
給
付
分
を
返
還
し
ま
す
。

こ
の
と
き
、
返
還
額
か
ら
未
納
の
保
険

料
を
差
し
引
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
日
の
日
中
に
相
談
が

困
難
な
場
合

　

日
中
に
相
談
で
き
な
い
場
合
は
、
毎

週
火
曜
日
の
20
時
ま
で
、
毎
月
最
終
日

曜
日
の
８
時
45
分
～
17
時
30
分
ま
で
窓

口
を
開
設
し
て
い
る
の
で
、
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
場
合
は

届
け
出
が
必
要
で
す

　

国
保
に
加
入
・
脱
退
す
る
場
合
は
、

健
康
保
険
の
異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら
14

日
以
内
に
国
保
課
へ
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
請
求
す
る
こ 

と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
保
険
に
加
入
し
て
も
、

自
動
的
に
国
保
を
脱
退
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
、
必
ず
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
な
い
と
保
険
料

の
請
求
が
続
い
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
ん
な
時
は
届
け
出
が
必
要
で
す

国
保
に
加
入
す
る
と
き

①
他
の
市
町
村
で
国
保
に
加
入
し
て
い

た
人
が
帯
広
市
に
転
入
し
た
と
き

②
他
の
健
康
保
険
の
扶
養
か
ら
外
れ
た

と
き

③
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
と
き 

④
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

⑤
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

　

手
続
き
に
は
、
窓
口
に
来
る
人
の
印

鑑
と
本
人
確
認
書
類
、
世
帯
主
と
対
象

者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
の

ほ
か
、
①
④
は
戸
籍
住
民
課
に
提
出
し

た
住
民
異
動
届
の
控
え
、
②
③
は
勤
め

先
な
ど
が
発
行
す
る
健
康
保
険
資
格
喪

失
証
明
書
、
⑤
は
保
護
廃
止
決
定
通
知

書
が
必
要
で
す
。

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

⑥
帯
広
市
か
ら
転
出
す
る
と
き

⑦
他
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ

た
と
き     

⑧
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

⑨
死
亡
し
た
と
き

⑩
生
活
保
護
を
受
け
た
と
き

　

手
続
き
に
は
、
国
保
の
保
険
証
、
窓

口
に
来
る
人
の
印
鑑
と
本
人
確
認
書
類
、

世
帯
主
と
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の
の
ほ
か
、
⑥
⑨
は
戸
籍
住

民
課
に
提
出
し
た
住
民
異
動
届
の
控
え
、

⑦
⑧
は
新
し
い
保
険
証
ま
た
は
健
康
保

険
資
格
取
得
証
明
書
、
⑩
は
保
護
開
始

決
定
通
知
書
が
必
要
で
す
。

健
康
保
険
の
任
意
継
続

　

一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
、
本
人
の

希
望
に
よ
り
、
退
職
後
も
引
き
続
き
職

場
の
健
康
保
険
（
国
民
健
康
保
険
組
合

を
除
く
）
に
加
入
で
き
ま
す
。

　

希
望
す
る
人
は
、
加
入
し
て
い
た
職

場
の
健
康
保
険
の
担
当
窓
口
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
保
課
（
市
庁
舎
１
階
、
☎
65
・
４
１
３
９
）

　
国
民
健
康
保
険
料
（
国
保
料
）
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の
医
療
費
の
支
払
い
に
充
て
る
貴
重
な
財

源
で
す
。
国
保
料
は
、
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

納期限までに保険料が支払えない
ときは相談してください

還付金詐欺に
注意してください！

　特別な事情で納期限までに納付が困難
なときは、具体的な完納計画を提示いた
だくことで、一時的な分割納付などがで
きます。
　また、災害や失業、病気、その他の事
由で保険料の納付が困難なときは、一定
の条件を満たすと、保険料の減免などを
受けられることがあります。
　滞納したまま放置せず、納付に困った
ら、早めに相談してください。

　口座振替は、保険料が各納期限に自動的に
引き落とされるので納め忘れがありません。
保険料の納付は、便利で確実な口座振替をご
利用ください。
　また、キャッシュカードと暗証番号により
簡単に口座振替の手続きができる「ペイジー口
座振替受付サービス」を、今年 10 月から開始
する予定です。

〈対象金融機関（予定）〉
帯広信用金庫・北海道
銀行・北洋銀行・ゆう
ちょ銀行　

　詳細は、国保課に問
い合わせください。

　帯広市では、保険料や医療費の還付金につ
いて必ず文書で通知しています。市職員を装っ
て、電話で「医療費や保険料が返ってくるので、
ATM へ行くように」と言われたら、それは詐欺
です。医療費や保険料などの還付金が ATM で
支払われることは絶対にありません。

　このような電話は、
お金をだまし取る「特
殊詐欺（還付金詐欺）」
です。国保課または帯
広警察署（☎ 25・0110）
に相談してください。

国保の保険料納付は口座振替で


